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簡
素
な
仕
組
み
で
迅
速
か
つ
的
確
に

家
計
へ
の
支
援
を
行
う
た
め
、
特
別
定

額
給
付
金（
１
人
10
万
円
）を
給
付
し
ま

す
。

　
特
別
定
額
給
付
金
は
４
月
27
日
時
点

で
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る

人
が
対
象
で
す
。
市
で
は
、
５
月
13
日

に
全
世
帯
主
に
申
請
書
を
発
送
し
ま
し

た
。
ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い
人
は
、

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
、
押
印
の

上
、
必
要
書
類（
本
人
確
認
書
類
お
よ

び
振
込
先
口
座
の
分
か
る
書
類
の
写

し
）を
添
付
し
、
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
給
付
は
、
指

定
さ
れ
た
口
座
へ
の
振
り
込
み
を
順
次

行
っ
て
い
ま
す
が
、
申
請
書
の
処
理
状

況
に
よ
り
前
後
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
政
策
秘
書
課
特
別
定
額
給
付
金
担
当

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
情
報

算
し
て
４
日
目
以
降
就
労
が
で
き
な

い
期
間
の
う
ち
就
労
を
予
定
し
て
い

た
日
が
あ
る
人

支�

給
対
象
日
数　
就
労
が
で
き
な
く
な

っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
４
日
目
以
降

就
労
が
で
き
な
い
日
数

支�

給
額
の
計
算　
１
日
当
た
り
の
支
給

額（
注
）×
支
給
対
象
と
な
る
日
＝
傷

病
手
当
金
の
支
給
総
額

（
注
）１
日
当
た
り
の
支
給
額
＝
直
近
の

継
続
し
た
３
か
月
間
の
給
与
収
入
の
合

計
額
÷
直
近
の
継
続
し
た
３
か
月
間
の

就
労
日
数
×
３
分
の
２

対�
象
期
間　
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら

９
月
30
日
の
間
で
就
労
が
で
き
な
い

期
間

※
入
院
が
継
続
す
る
場
合
等
は
最
長
１

年
６
か
月
ま
で

申
請
方
法　
電
話
で
左
記
へ

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
ま
た
は

感
染
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
、
仕
事
を
欠

勤
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
給
与

等
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
支
払
い
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
人
に
、

傷
病
手
当
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
象　
次
の
全
て
を
満
た
す
人

〇�

日
高
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
人

〇�

勤
め
先
か
ら
給
与
等
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
人

〇�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感

染
ま
た
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
感

染
が
疑
わ
れ
、
そ
の
療
養
の
た
め
就

労
が
で
き
ず
、
給
与
等
の
全
部
ま
た

は
一
部
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
人

〇�

就
労
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起

 

特別定額
給付金

日高市国民健康保険
被保険者に対する

傷病手当金

※
必
要
書
類
を
送
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

　

�

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
担
当

　
（
１
階
③
番
窓
口
）

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
人
も
、
同
様
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

�

保
険
年
金
課
国
民
年
金
・
医

療
費
担
当（
１
階
④
番
窓
口
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
人
へ
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※
広
報
ひ
だ
か
６
月
号
に
掲
載
し
て
い
る
情
報
は
５
月
20
日
㈬
現
在
の
も
の
で
、
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
受
け
て
い
る
子
育
て
世
帯
の
生
活

を
支
援
す
る
た
め
、
子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
日　
６
月
下
旬（
予
定
）

支�

給
対
象
者　
令
和
２
年
４
月
分（
３

月
分
を
含
む
）の
児
童
手
当
を
受
給

し
て
い
る
人

※
特
例
給
付
の
支
給
を
受
け
る
人（
平

成
30
年
の
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得
制

限
限
度
額
以
上
で
あ
る
人（
児
童
１
人

当
た
り
月
額
５
０
０
０
円
が
支
給
さ
れ

る
人
））は
支
給
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

対�

象
児
童　
令
和
２
年
４
月
分（
３
月

分
を
含
む
）の
児
童
手
当
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
児
童

※
令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
児
童
、
令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
中

学
生
だ
っ
た
児
童（
新
高
校
１
年
生
）も

対
象
児
童
に
含
み
ま
す
。

支
給
額　
対
象
児
童
１
人
当
た
り
１
万
円

申
請　
不
要

※
支
給
の
辞
退
を
希
望
す
る
人
は
、
６

月
15
日
㈪
ま
で
に
「
令
和
２
年
度
子
育

て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
受
給
拒

否
の
届
出
書
」
を
左
記
へ
提
出（
郵
送

可
）し
て
く
だ
さ
い
。

支�

給
先　
児
童
手
当
の
支
給
に
指
定
し

て
い
る
口
座

※
振
込
口
座
の
変
更
等
を
希
望
す
る
人

は
、
児
童
手
当
の
口
座
変
更
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

公
務
員
の
人
へ

　
勤
務
先
か
ら
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
る
人
は
、
勤
務
先
で
「
児
童
手
当
受

給
状
況
」
の
証
明
を
受
け
、
申
請
書
を

６
月
19
日
㈮
ま
で
に
左
記
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ

　
子
育
て
応
援
課
子
育
て
応
援
担
当

　
（
１
階
⑥
番
窓
口
）

子育て世帯への
臨時特別給付金

　
子
育
て
し
て
い
る
皆
さ
ん
を
応
援
す

る
た
め
、
市
内
の
登
録
店
で
お
弁
当
等

を
購
入
す
る
際
に
使
用
で
き
る
「
子
育

て
応
援
券
」
を
中
学
校
３
年
生
ま
で
の

児
童
・
生
徒
が
い
る
家
庭
を
対
象
に
５

月
中
旬
に
発
送
し
ま
し
た
。
お
子
さ
ん

の
食
育
や
保
護
者
の
家
事
負
担
軽
減
な

ど
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

　
「
子
育
て
応
援
券
」
は
、
５
０
０
０

円
分（
５
０
０
円
券
×
10
枚
）で
、
使
用

期
限
は
令
和
２
年
８
月
31
日
ま
で
と
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
ぜ
ひ
ご

子育て応援券

利
用
く
だ
さ
い
。
登
録
店
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
お
買
い
物
の
際
は
、
マ
ス
ク
の
着

用
や
少
人
数
で
の
外
出
な
ど
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
ご

理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
子
育
て
応
援
課
子
育
て
応
援
担
当

　
（
１
階
⑥
番
窓
口
）
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一般的な相談のほか、感染が疑われる場合には…
埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
☎0570－783－770（24時間受け付け）

特別定額給付金等に便乗した詐欺に注意！
　特別定額給付金等について、県、市、総務省などをかたった詐欺にご注意ください。市や総
務省などがATMの操作や手数料の振り込みをお願いすることは、絶対にありません。不安に
思ったときや困った場合は、すぐに市役所や飯能警察署等にご相談ください。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

を
受
け
、
売
り
上
げ
の
減
少
し
た
小
規
模
事

業
者
等
に
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

受
付
期
間　
８
月
31
日
㈪
ま
で

対�
象　
次
の
全
て
を
満
た
す
事
業
者

〇�

市
内
に
本
社
ま
た
は
主
た
る
事
業
所
を

持
つ
小
規
模
企
業
・
個
人
事
業
主

〇�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
受
け
、
令
和
２
年
３
月
か
ら
６

月
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
月
の
売
上
高

が
前
年
同
月
と
比
較
し
て
20
％
以
上

減
少
し
た
事
業
者（
前
年
同
月
と
の
売

上
高
の
比
較
が
で
き
な
い
場
合
は
直

近
３
か
月
の
平
均
売
上
高
と
比
較
）

支
給
金
額　
10
万
円（
１
事
業
者
）

申�

請
方
法　
郵
送

※
申
請
に
必
要
な
様
式
等
は
産
業
振
興
課

商
工
観
光
担
当
に
ご
連
絡
い
た
だ
く
か
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
請
先　
産
業
振
興
課
商
工
観
光
担
当

問
い
合
わ
せ　
総
合
相
談
窓
口

　
☎
９
８
５－

５
５
２
１

小規模事業者等
支援給付金

　
市
で
は
、
日
高
市
商
工
会
と
協
力
し
、

事
業
者
向
け
の
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。

受�

付
時
間　
平
日
の
午
前
10
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
４
時

※
相
談
窓
口
は
８
月
中
旬
ま
で
設
置
予

定
で
す
。

対�

象　
市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
中
小

企
業
や
個
人
事
業
主
な
ど

※
自
身
が
各
種
支
援
の
対
象
に
な
る
か

ど
う
か
分
か
ら
な
い
人
も
相
談
で
き
ま

す
。

主�

な
相
談
内
容　
国
や
県
な
ど
が
実
施

す
る
事
業
資
金
等
の
融
資
、
給
付
金

等
の
申
請
方
法
や
必
要
な
書
類
の
相

談
、
市
が
実
施
す
る
補
助
金
等
に
関

す
る
相
談
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
申

請
に
関
す
る
相
談
な
ど

相�

談
方
法　
電
話
に
よ
る
相
談
対
応

中小企業・
個人事業主向け
総合相談窓口

�　

☎
９
８
５－

５
５
２
１

　

�（
相
談
専
用
）

　
外
出
を
自
粛
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
に
、

自
宅
で
も
お
い
し
い
地
元
の
グ
ル
メ
を

味
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
ま
た
、

外
出
自
粛
に
よ
り
売
り
上
げ
が
減
少
し

て
し
ま
っ
た
飲
食
事
業
者
を
支
援
す
る

た
め
、
新
た
に
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
や
宅
配

を
始
め
る（
始
め
た
）飲
食
事
業
者
に
そ

の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

受
付
期
間　
８
月
下
旬
ま
で
の
見
込
み

対�

象　
市
内
に
店
舗
等
の
あ
る
飲
食
店

で
、
外
出
自
粛
要
請
を
受
け
て
新
た

に
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
や
宅
配
を
始
め
る

（
始
め
た
）飲
食
事
業
者

補�

助
金
額　
10
万
円
以
内

申
請
方
法　
郵
送

※
申
請
に
必
要
な
様
式
等
は
産
業
振
興

課
商
工
観
光
担
当
に
ご
連
絡
い
た
だ
く

か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

申
請
先　
産
業
振
興
課
商
工
観
光
担
当

問
い
合
わ
せ　
総
合
相
談
窓
口

　
☎
９
８
５－

５
５
２
１

テイクアウト等
事業補助金
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県
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、
経
営
上
の
影
響
を
受
け
て
い

る
、
県
内
中
小
企
業
・
個
人
事
業
主
の
事
業
継
続
や
事
業
再
開
に
向
け
た
取
り
組
み

を
支
援
し
ま
す
。

※
最
新
の
情
報
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

埼玉県中小企業・
個人事業主支援金

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
事
業
等
に
係
る
収
入
に
相
当

の
減
少
が
あ
っ
た
人
は
、
１
年
間
市
税

の
徴
収
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
担
保
の
提
供
は
不
要
で
、
猶
予

期
間
中
は
延
滞
金
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

対�

象　
次
の
全
て
を
満
た
す
納
税
者
・

特
別
徴
収
義
務
者

〇�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、
令
和
２
年
２
月
以
降
の

任
意
の
期
間（
１
か
月
以
上
）に
お
い

て
、
事
業
等
に
係
る
収
入
が
前
年
同

期
に
比
べ
て
お
お
む
ね
20
％
以
上
減

少
し
て
い
る
こ
と

〇�

一
時
に
納
付
し
、
ま
た
は
納
入
を
行

う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と

対�
象
と
な
る
市
税　
令
和
２
年
２
月
１

日
～
３
年
１
月
31
日
に
納
期
限
が
到

来
す
る
市
税（
市
民
税
、
固
定
資
産

税
、
国
民
健
康
保
険
税
等
）

申�

請
期
間　
各
税
目
の
納
期
限
ま
た
は

令
和
２
年
６
月
30
日
㈫
ま
で
の
い
ず

れ
か
遅
い
日
ま
で

申�

請
方
法　
申
請
書
に
収
入
や
現
預
金

の
状
況
が
分
か
る
資
料
を
添
付
し
、

直
接
左
記
へ

※
提
出
が
難
し
い
場
合
は
口
頭
に
よ
り

伺
い
ま
す
。

※
本
税
の
金
額
は
減
額
さ
れ
ま
せ
ん

（
猶
予
期
間
中
に
納
付
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
）。

問�

い
合
わ
せ　
収
税
課
収
税
担
当（
１

階
⑪
番
窓
口
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
国
税
を
一

時
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
、
税
務
署
に
申
請
す
れ

ば
国
税
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、　

国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ

　
川
越
税
務
署
徴
収
部
門

　
☎
０
４
９－

２
３
５－

９
４
１
１

　
（
自
動
音
声
案
内
）

川
越
税
務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

【
第
１
弾
】

対�

象　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
、
４
月
８
日
か
ら

５
月
６
日
ま
で
の
間
に
20
日
以
上
休

業
し
て
い
る
県
内
の
中
小
企
業
・
個

人
事
業
主

支
給
額　
20
万
円

※
県
内
の
複
数
事
業
所
を
休
業
し
て
い

る
場
合
は
、
30
万
円
支
給
さ
れ
ま
す
。

受
付
期
間　
６
月
15
日
㈪
ま
で

申
請
方
法　
電
子
申
請（
郵
送
も
可
）

【
第
２
弾
】

対�

象　
５
月
12
日
か
ら
31
日
ま
で
の
間

に
16
日
以
上
休
業
し
て
い
る
県
内
の

中
小
企
業
・
個
人
事
業
主
で
平
成
31

年
・
令
和
元
年（
法
人
は
前
事
業
年

度
）の
月
平
均
売
り
上
げ
が
15
万
円

以
上
で
あ
る
こ
と

支
給
額　
10
万
円

受�

付
期
間　
７
月
17
日
㈮
ま
で（
予
定
）

申
請
方
法　
電
子
申
請（
郵
送
も
可
）

問
い
合
わ
せ　

　
中
小
企
業
等
支
援
相
談
窓
口

　
☎
０
４
８－

８
３
０－

８
２
９
１

　
☎
０
５
７
０－

０
０
０－

６
７
８

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

納税が困難な人へ

コバトン


